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　近年、製品事故に対する国民の関心は高くなっており、
それに伴い、消費者の視点に立った行政サービスの実現
が強く求められています。このような状況を踏まえ、平
成２１年９月には内閣府の外局として消費者庁が発足
し、消費者安全法が施行されるなど、製品事故対策によ
る消費者の安心・安全の確保は、政府全体の重要課題と
して推進されているところです。
　消防庁におきましても、自動車等、電気用品及び燃焼
機器といった国民の日常生活において身近な製品が発火
源となる火災について、情報の収集を行い、四半期ごと
にその内容を公表するとともに、当該情報を関係機関と
共有し、連携することにより、製品火災対策の取組を推
進しています。

　令和２年１月から令和２年１２月までに発生した製品
火災（自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により
発生したと消防機関により判断された火災）について、
製品ごとの発生件数について図１及び表１のとおり取り
まとめました。
　製品火災は自動車等が２０件、電気用品が９７件、燃
焼機器が２０件となっています。特に燃焼機器の火災
２０件のうち１１件がガストーチバーナーによるもので
した。
　なお、この他に消防機関による調査中のものが５６件
あるため、今後増加する可能性があります。
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表１：令和２年中の製品火災等の調査結果

　 自動車等 電気用品 燃焼機器 全　体

製品火災 20 97 20 137

製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災 273 355 37 665

図１ 最近５年間における製品火災件数の推移

令和２年１月から令和２年１２月までに発生した製品火災に関する調査結果 

予防課  

１ 製品火災対策の推進について 

近年、製品事故に対する国民の関心は高くなっており、それに伴い、消費者の視点に立った行政サービスの実現が
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２ 令和２年１月から令和２年１２月までに発生した製品火災に関する調査結果について 
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表１：令和２年中の製品火災等の調査結果                        単位：〔件〕 

  自動車等 電気用品 燃焼機器 全 体 

製品火災 ２０ ９７ ２０ １３７ 

製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災 ２７３ ３５５ ３７ ６６５ 

※１ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。 

※２ 令和２年１月から令和２年１２月までに発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが５６件ある。 

 

 

また、令和２年１月から令和２年１２月までに発生した製品火災のうち、件数が２以上あった製品は以下のとお

りです。（ 表２参照 ） 

  

図１ 最近５年間における製品火災件数の推移 
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※１ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。
※２ 令和２年１月から令和２年１２月までに発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが５６件ある。

単位：〔件〕
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製造事業者等 製品名 型式 件数

株式会社ワーク 凍結防止ヒーター WA-B1 6

株式会社スイデン 掃除機 SAV-110R 3

株式会社iHR
（販売事業者） 扇風機 F20

ZDF/F20 2

アイリスオーヤマ株式会社 セラミックヒーター PCH-JS12-W
PCH-JS12 2

問合わせ先
　消防庁予防課
　TEL: 03-5253-7523

今後の取組について3
　製品火災対策を推進し、類似火災の発生を防止するた
めには、製品火災の情報を広く国民に周知するとともに、
消防機関が行う火災原因調査等により製品に係る火災の
出火原因を究明し、出火原因に応じた火災の再発防止対
策を講ずることが大変重要です。このため、消防庁では、
製品火災に関する調査結果を公表するとともに、全国の
消防機関が行う火災原因調査に対し専門的な知見や資機
材による鑑識等の技術支援を行うなど、消防機関の調査
技術の向上や火災原因調査・原因究明体制の充実・強化
を推進しているところであり、今後も関係機関との連携
強化を図りつつ、消費者の安心・安全の確保に努めてま
いります。

表２：製品火災の件数が２以上あった製品
（製品火災件数順）

　また、令和２年１月から令和２年１２月までに発生し
た製品火災のうち、件数が２以上あった製品は以下のと
おりです。（ 表２参照 ）


